
家庭教師に関する契約書 

 

家庭教師を受ける者の保護者と家庭教師をする学生とは、家庭教師に関し、以下の通り契約します。 

 

１  月謝基準                            ２  契約曜日 

原則として（      ）曜日の週（    ）回 

                                      

３  契約時間（１回の授業は２時間、休憩は含まない） 

（      ）時からとします。  

※万一時間に遅れる場合は事前に連絡して了解               

を得ることとし、遅れた分は授業を延長します。                                             

                                                                                                      

４  交通費は往復１回（        ）円とします。〔公共交通機関 ・ 車 ・ バイク ・ 他〕 

   基準：車・バイクは時価により相談、公共機関は実費とします。通学定期券が有効な区間は交通費を請求しない。

臨時にタクシー等を使った場合もここで決めた額のみとし、徒歩、自転車利用の場合は交通費を請求しない。尚、

自転車で通うのが無理な冬期は交通費を支払うこととします。 

５  どちらかの都合で授業がキャンセルとなった場合、キャンセルとなった授業を他の日に振り替え、契約

内容を満たすことを基本とします。家庭の都合で授業がキャンセルになり、その振り替えも家庭の都合

で無理な場合には授業料を支払うこととします。学生の帰省等のため授業を休む必要が生じた場合は、事

前に話し合い双方で対処の仕方を確認します。 

６  曜日、１週間の授業回数の変更などは、どちらからか申し出て、相手の了解を得られれば実施します。月謝の増

額、減額は、特別の事情があって双方が同意した場合のみ行います。 

７  １ヶ月前にどちらかから申し出ることでいつでも契約を終了することが出来ます。また、保護者は１ヶ月分の月謝を

支払うことで直ちに契約を終了することが出来ます。ただし、「学生の遅刻等が多い」などの明らかに学生側に非

がある場合は、保護者からの申し出により１ヶ月分の月謝を支払うことなく直ちに契約を終了できるものとします。 

８  月謝は交通費とともにその月の 終授業の際に保護者から直接支払います。 

 

基本月謝は以下の通り。（１ヶ月４週で記入、５週の場合は基本月謝にその分をプラスします） 

 （時給[       円]×２時間）×回数[   ]＝         円/月 ① 

交通費  往復[       円]×回数[   ]＝         円/月 ②                 

基本月謝            円/月①＋② 

 

２    年    月    日 

家庭教師先住所                                          TEL                        

                      の保護者                      印 

学生の住所                                             TEL                     

家庭教師をする学生                      印 

※契約書は二通作成して双方で保管してください 

チェック 学 年 時 給 

□ 小学生 １６００円 

□ 中学１年・２年 １８００円 

□ 中学３年 ２０００円 

□ 高校１年・２年 ２０００円 

□ 高校３年・その他 ２２００円 


